
省エネの専門家が工場・ビル・店舗棟のエネルギーの使用状況を把握し、
省エネ出来る改善項目を提案いたします。また希望に応じて、
省エネ取組を一緒に進めていくためのサポートをいたします。

伴走支援２

令和７年度補正 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費
（地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業）

ウォークスルー診断１
更新設備の最適仕様の調査、設備の
チューニング、省エネ・再エネ取組の
定着支援等、幅広いサポートをします。
※ ウォークスルー診断の申込時に、

伴走支援も併せて申込可能です。

現地の設備をウォークスルーで診断。
エネルギー使用状況を確認し、
省エネにつながる提案を行います。



診断を受けられる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、
省エネ診断を受信することができます。
◆中小企業基本法に定める中小企業者
◆会社法上の会社に該当せず、前年度
もしくは直近1年間のエネルギー使用
量（原油換算値）が1,500kl未満の事
業所

※会社法上の会社以外とは、「社会福祉法
人」「医療法人」「学校法人」「NPO法
人」「協同組合」等をいう。

公益社団法人 大阪技術振興協会

〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4
大阪科学技術センタービル504号

TEL：06-6444-4798 FAX：06-6444-4718
URL：https://www.otpea.or.jp
E-mail：504@otpea.or.jp

https://www.otpea.or.jp/
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